
　記載要領・記載例

申請者の住所
及 び 氏  名

　　　℡：

 殿

　まるまるふどうさんかんてい　　　       

（株）○○不動産鑑定

備  考
　　１　 ※印欄は、記入しないこと。

　　２　「新規」で国土交通大臣の登録を受けようとする者（不動産鑑定士を除く。）は、
　　　　第三面又は第一面の裏面中央部に登録免許税の領収証書をはり付けること。
　　　　その他の者は、第一面の収入印紙又は証紙はり付け欄に所要額の収入印紙又は証紙をはり付けること。
　

申 請 時 の 登 録  国土交通大臣 登録（　　）第　　　  号（　令和 年　　月　　日登録）

（別紙のとおり）

登　録　申　請　者 　　　　　　　こくど　いちたろう　

ふ り が な

氏 名
代表取締役 国土 一太郎

役　員　の　氏　名　及　び　役　名

ふ り が な

氏 名
役   名

ふ り が な

氏 名
役   名

　
０３－５２５３－８１１１

関東地方整備局長

ふ り が な

名 称 又 は 商 号

　　 不動産の鑑定評価に関する法律 第２２条第１項 の規定による不動産鑑定業者

      の登録の申請をします。

令和〇 年 ○ 月 ○ 日

東京都千代田区霞が関２－１－２
（株）○○不動産鑑定

代表取締役 国土　一太郎

登 録 の 種 類 更　　新
　※ 登 録 番 号 国土交通大臣 登録（　　）第　　　　　号

　※ 登録 年月日 　　年　　月　　日

別記様式第七（第二十八条関係）

（第一面）

登 録 申 請 書

　　　　収　入　印　紙　又　は　証　紙

　　　　は　り　付　け　欄

（ 消 印 し て は な ら な い ）

①収入印紙等の貼付

（消印してはならない）

所定の金額の収入印紙を貼付すること。

②申請者の住所等

法人：登記簿の会社名称と主たる事務

所の所在地

個人：名称と主たる事務所の所在地

③電話番号を記載すること。

④提出先：

主たる事務所のある都道府県を管轄す

る地方整備局等の長の名称を記載する

こと。

⑤役員が６名超の場合「別紙のとおり」

とし、別紙に全員分を記載すること。役

員として、監査役の記入は不要。

①事務所の郵便番号、電話番号を記載するこ

と。

③不動産鑑定士の登録番号を 記載すること。

②登録申請者が自ら専任の不動産鑑定士を行

う場合『登録申請者が行う』旨を記載するこ

と。この場合、辞令等の添付を要しない。

④従たる事務所欄

鑑定評価を行う従たる事務所がある場合に記入。

事務所が多い場合、適宜欄を追加して記載する

こと。

1不動産鑑定士である登録申請者がみずから

実地に不動産の鑑定評価を行う事務所につ

いては、その旨を「専任の不動産鑑定士の

氏名」欄に記入すること。

⑥申請時の登録

初回の更新時は、当初の登録日を記載する

こと。２回目以降の更新時は前回の更新日を

記載。旧姓を登録している場合、現姓（旧

姓）を記載すること。

名　　　称

（主たる事務所） 〒 １００－８９１８　　 こくど　みちこ

（株）○○不動産鑑定
　本社

国土　道子　

Tel 03-5253-8111 登録番号〔４４４４４〕
（従たる事務所）(1) 〒 ３３０－９７２４　　 こくどじろう（ちかじろう）

（株）○○不動産鑑定
　関東支社

国土次郎（地価次郎）

Tel 048-601-3151 登録番号〔５５５５５〕
(2) 〒 ２３１－８５００　　 こくど　さぶろう

（株）○○不動産鑑定
　神奈川支社

国土　三郎　

Tel 045-211-7204 登録番号〔６６６６６〕
(3) 〒

Tel 登録番号〔　　　　　〕

(4) 〒

Tel 登録番号〔　　　　　〕

(5) 〒

Tel 登録番号〔　　　　　〕

(6) 〒

Tel 登録番号〔　　　　　〕

(7) 〒

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

東京都千代田区霞が関２-１-３

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

別記様式第七（第二十八条関係）

（第二面）

事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名

専任の不動産鑑定士の
ふ 　  り   　が   　な

氏　　　　　　　  名所　　在　　地

事　　　務　　　所

名　　　称

（主たる事務所） 〒 １００－８９１８ ちか　さんたろう

□□不動産鑑定
（登録申請者が行う）

地価　三太郎
Tel 03-5253-8111 登録番号〔３３３３３〕

（従たる事務所）(01) 〒

Tel 登録番号〔　　　　　〕

(02) 〒

Tel 登録番号〔　　　　　〕

東京都千代田区霞が関２-１-２

別記様式第七（第二十八条関係）

（第二面）

事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名

事　　　務　　　所 専任の不動産鑑定士の
ふ 　  り   　が   　な

氏　　　　　　　  名所　　在　　地



別記様式第八（第三十条）

事　務　所　名
ふ り が な

氏 名
登録番号 登録年月日 備　考

こくど　みちこ

国土　通子

もりもり　はなこ

森森　花子

こくど　にたろう

国土　二太郎

こくど　やたろう

国土　八太郎

まつまつ　まさお

松末　正夫

66666

65432

平成〇年〇月〇日 士補

(株) 〇〇不動産鑑定
関東支社

昭和〇年〇月〇日 専任

98765

77777

(株) 〇〇不動産鑑定
神奈川支汢

昭和〇年〇月〇日 専任

昭和〇年〇月〇日

添付書類（ロの２）（法第２３条第２項第２号）

不動産鑑定士の氏名
（不動産鑑定士補を含む。備考欄にその旨記載）

(株) 〇〇不動産鑑定
本社

昭和〇年〇月〇日 専任55555

1① 創業

法人：会社設立年月日

（商業登記簿謄本の日付）

個人：登録申請日

④直前５年間の不動産鑑定業の概要

新規申請の場合、実績は空欄となる。

②組織等の変更

（業者登録以降の記載でよい。）

事務所の新設び廃止

（所在する都道府県・都市名など）

組織名称の変更、商号（名称）の変更、

事務所の移転など

③「組織等の変更」欄が不足する場合

「別紙のとおり」とし、別紙に変更の

概要全体を適宜整理して記載すること。

①事務所名

登録申請書第ニ面の事務所名と

あわせること。

②専任の不動産鑑定士

事務所ごとの初めに記載すること。

（注）不動産鑑定士補がいない

若しくは少ない場合、

次の様式を利用してもよい。

①不動産鑑定士のみの場合

この行部分を削除すること。

②不動産鑑定士補を含む場合

備考欄にその旨を記載すること。

③専任の不動産鑑定士

事務所毎の初めに記載し、備考欄に

その旨記載。

③旧姓を登録している場合、

現姓（旧姓）を記載すること。

別記様式第八（第三十条）

ふ り が な

氏 名
登 録
番 号

登　録
年月日

ふ り が な

氏 名
登 録
番 号

登　録
年月日

こくど　みちこ もりもり　はなこ

国土　通子 森森花子

こくど　にたろう（ちかにたろう）

国土二太郎（地価二太郎）

こくど　やたらう

国土　八太郎

まつまつ　まさお

松末　正夫
65432

昭和〇年
〇月〇日

(株)〇〇不動産鑑定
神奈川支社

66666
昭和〇年
〇月〇日

(株)〇〇不動産鑑定
関東支社

77777
昭和〇年
〇月〇日

添付書類（ロの１）（法第２３条第２項第２号）

不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名

事 務 所 名

不 動 産 鑑 定 士不 動 産 鑑 定 士 補

(株)〇〇不動産鑑定
本社

44444
昭和〇年
〇月〇日

98765
平成〇年
〇月〇日

月
〇
〇

〇

〇

報酬 件数 報酬 件数 報酬 件数 報酬 件数 報酬
千円 件 千円 件 千円 件 千円 件 千円

1．

２．

３．

大臣登録替え（◇◇不動産鑑定（株））（東京）

計

別記様式第八（第三十条関係）

添付書類（イ）（法第２３条第２項第１号）

不 動 産 鑑 定 業 経 歴 書

不動産鑑定
業の沿革

事務所登録　　大阪　（平〇．〇廃止）

変  更  の  概  要
○　年　　○　月　　○　日創  業

 組織等の
 変更

年
昭和〇 〇県知事登録（◇◇不動産鑑定（株）：第〇号）
昭和〇

平成〇

事務所登録　　埼玉

事務所登録　　福岡　（昭〇．〇廃止）
平成〇 合併による商号変更（(株)☆☆不動産鑑定）

事務所新設　　神奈川　
本社移転（品川区○○→千代田区霞が関）

評価の対象の「権利」欄には、土地又は建物に関する所有権以外の権利について行った不動産の鑑
定評価について記載すること。
評価の対象の「土地及び建物等」欄には、土地及び建物（これらに関する所有権以外の権利を含
む。）について一体として行った不動産の鑑定評価について記載すること。

直 前 ５ 年 間 の 不 動 産 鑑 定 業 の 概 要

建  　物

土  　地

権  　利

土地及び建物等

そ の 他

評価の対象の「その他」欄には、土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の外の不動
産について、他人の求めに応じ報酬を得て行った評価等の行為について記載すること。

担　　保

備　考

計そ の 他補 償

件数
件

売 買評価目的

評価の対象
件数等



　　　(注)適宜、次の様式を選択して使用すること。
　　　(注)主な職歴欄が不足する場合は、適宜欄を追加して記載すること。
　　　A4判及び縦使用として1枚にとりまとめ記載すること。 【法人の場合: ③】　　【個人の場合：⑭】
　　　なお、記載内容が網羅されていれば、枠線等はなくてもよい。

　　　（注）個人の場合は役職名の行部分を削除すること。

【法人の場合：④】  　【個人の場合: ⑬】

【法人の場合：⑤】　　【個人の場合: ⑫】

（注）個人の場合は役職名の行部分を削除すること。

【個人及び1法人(１事務所）の場合：⑮】

①従事する事務所名を記載すること。

①役職名を記載すること。

②主な職歴

入社や退社年月、役員の就任や退任、

常勤・非常勤の別、出向・出向解除など

③本人が署名すること。

②不動産鑑定士の登録番号及び登録年月日

を記載すること。

③主な職歴

入社や退社年月、役員の就任や退任、

常勤・非常勤の別、出向・出向解除など

②従事する事務所名を記載すること。

①役職名を記載すること。

④主な職歴

入社や退社年月、役員の就任や退任、

出向・出向解除など

⑤本人が署名すること。

①名称又は商号を記載すること。

②役員兼専任の鑑定士の場合、事務所名

を記載すること。

③専任の鑑定士の場合、事務所名を記載

すること。

⑤本人が署名すること。

③不動産鑑定士の登録番号及び登録年月日

を記載すること。

④旧姓を登録している場合、現姓（旧姓）

を記載すること。

④旧姓を登録している場合、現姓（旧姓）

を記載すること。

①不動産鑑定士の登録番号及び登録年月日

を記載すること。

②主な職歴

入社や退社年月、役員の就任や退任、

出向・出向解除など

③本人が署名すること。

役 職 名 ：   代表取締役　　　　　　　　

氏 名 国土　一太郎 生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
住 所

年 〇 月
主 な 職 歴 年 ○ 月

年 ○ 月
年 月
年 月
年 月

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 　
氏　名 国土　一太郎

〔　署　名　〕

③　　（注）主な職歴欄が不足する場合は適宜欄を追加して記載すること。

東京都〇〇区8-7-8-543

登 録 申 請 者 の 略 歴 書

昭和〇
平成〇
平成〇

　　　　上記のとおり相違ありません。

□□不動産定（株） 入社
□□不動産定（株） 退社
（株）○○不動産繿定設立 代表取締役就任

事務所名 ：  (株)○○不動産鑑定　関東支社

氏 名 国土　二太郎（地価　二太郎）　 生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
住 所 埼玉県○○市○○7-6-5-432

不動産鑑定士登録
年 〇 月   □□不動産定（株） 入社

主 な 職 歴 年 〇 月 　△△不動産研究所 出向
年 〇 月 　△△不動産研究所 出向解除
年 〇 月 　□□不動産定（株） 退社
年 〇 月 （株）○○不動産鑑定 入社
年 〇 月 （株）○○不動産鑑定 関東支社 支社長就任
年 月

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
氏　名 地価　二太郎

〔　署　名　〕

昭和〇
平成〇
平成〇

   第77777 号 　　　昭和〇年〇月〇日

専任の不動産鑑定士の略歴書

　　　　上記のとおり相違ありません。

平成〇
平成〇
令和〇

④　　（注）主な職歴欄が不足する場合は適宜欄を追加して記載すること。

役 職 名 ：

事務所名 ：

氏 名 国土　八太郎 生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
住 所 昭和〇年〇月〇日

不動産鑑定士登録
年 〇 月 　△△不動産研究所 入所

主 な 職 歴 年 〇 月 　△△不動産研究所 退所
年 〇 月 （株）〇〇不動産鑑定（神奈川支社） 入社
年 〇 月 （株）〇〇不動産鑑定 神奈川支社長就任
年 〇 月  (株) 〇〇不動産鑑定 取締役就任（常勤）
年 月

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
氏　名 国土　八太郎

〔　署　名　〕

氏 名 地価　三太郎 生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
住 所 茨城県○○市○○2-3-4-321

不動産鑑定士登録

年 〇 月 　△△不動産鑑定調査（株） 入社
主 な 職 歴 年 〇 月 　△△不動産濫定調査（株） 退社

年 〇 月 　□□不動産鑑定 設立
年 月

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

氏　名 地価　三太郎
〔　署　名　〕

平成〇
平成〇
令和〇

第66666号 　　　　　平成〇年〇月〇 日

⑮　　（注）主な職歴欄が不足する場合は適宜欄を追加して記載すること。

　　　　上記のとおり相違ありません。

第55555号 　　　　　昭和〇年〇月〇 日
昭和〇
平成〇
平成〇

 取締役

登録申請者 兼 専任の不動産鑑定士の略歴書

⑤　　（注）主な職歴欄が不足する場合は適宜欄を追加して記載すること。

　　　　上記のとおり相違ありません。

平成〇
平成〇

  (株) 〇〇不動産鑑定神奈川支社

登録申請者 兼 専任の不動産鑑定士の略歴書

名称又は商号：

氏　　名

1 国土　一太郎 登録申請者

2 土地　花子 役員

3 国土　八太郎 役員兼専任

4
国土　二太郎
（土地　二太郎）

専任

5 土地　幸子 専任

6

備考：

１．不動産鑑定士である登録申請者が自ら実地に不動産の鑑定を行う事務所については、

　　役職等の名称欄の右側には、事務所名又は『専任』と記載すること。

２．上記以外の専任の不動産鑑定士の場合、役職等の名称欄の右側には、事務所名を記載すること。

３．記載欄が不足する場合は適宜追加・調整して記載すること。

⑳

取締役、神奈川支社

〔 略 歴 一 覧 〕

　(株) 〇〇不動産鑑定

役 職 等 の 名 称

代表取締役

　取締役

埼玉支社

茨城支社



 【法人の場合①】

　　当社は、不動産の鑑定評価に関する法律第２５条  

　を誓約します。

　①

（署　　名）

 【法人の場合②】

　　私共役員は、不動産の鑑定評価に関する法律第２５条

　を誓約します。

名称-商号

申請者氏名

　② （代表者職氏名）
（署　　名）

【個人の場合及び法人で役員が

　　私は、不動産の鑑定評価に関する法律第２５条   　　　　　１名の場合⑪】

　を誓約します。

　⑪

（署　　名）

　第４号の「第３０条第６号又は第４１条の規定により登録を消除され、その登録
　　の消除の日から３年を経過しない者」に該当しないこと、

　第５号の「第４１条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に
　　第２９条第１項第１号に該当し第３０条第１号又は第２号の規定に基づきその
　　登録が消除され、まだその期間が満了しない者」に該当しないこと     

令和〇年〇月〇日

誓　約　書

　第４号の「第３０条第６号又は第４１条の規定により登録を消除され、その登録
　　の消除の日から３年を経過しない者」に該当しないこと、

　第２号の「拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑
　　定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
　　執行を受けることがなくなった日から３年を経過しない者」に該当しないこと、

　第４号の「第３０条第６号又は第４１条の規定により登録を消除され、その登録
　　の消除の日から３年を経過しない者」に該当しないこと、

　第５号の「第４１条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に
　　第２９条第１項第１号に該当し、第３０条第１号又は第２号の規定に基づきそ
　　の登録が消除され、まだその期間が満了しない者」に該当しないこと     

　第１号の「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」に該当しないこと、

　第２号の「拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑
　　定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
　　執行を受けることがなくなった日から３年を経過しない者」に該当しないこと、

　令和〇年〇月〇日

（代表者職氏名）

　（株）○○不動産鑑定　

代表取締役　地価　二太郎

　第１号の「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」に該当しないこと、

　関東地方整備局長

関東地方整備局長

名称-商号 　　○○不動産鑑定　　

申請者氏名

（代表者職氏名） 　　国土　太郎　　

　第３号の「第１６条第５号又は第６号に該当する者」に該当しないこと、

　第３号の「第１６条第５号又は第６号に該当する者」に該当しないこと、

令和〇年〇月〇日

　第５号の「第４１条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に
　　第２９条第１項第１号に該当し第３０条第１号又は第２号の規定に基づきその
　　登録が消除され、まだその期間が満了しない者」に該当しないこと     

関東地方整備局長

誓　約　書

　第１号の「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」に該当しないこと、

　第２号の「拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑
　　定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
　　執行を受けることがなくなった日から３年を経過しない者」に該当しないこと、

　（株）○○不動産鑑定　

　代表取締役　国土　太郎　

誓約書

申請者氏名

名称-商号

①提出先

主たる事務所のある都道府県を

管轄する地方整備局等の長の名称

を記載すること。

②名称・商号

鑑定業者の名称等を記載するこ

と。

③申請者氏名

代表者の職名を記載して、

署名すること。

旧姓を登録している際は、

旧姓を署名すること。

①提出先

主たる事務所のある都道府県を

管轄する地方整備局等の長の名称

を記載すること。

②名称・商号

鑑定業者の名称等を記載するこ

と。

③申請者氏名

代表者の職名を記載して、

署名すること。

旧姓を登録している際は、

旧姓を署名すること。

①提出先

主たる事務所のある都道府県

を管轄する地方整備局等の長の

名称を記載すること。

②名称・商号

鑑定業者の名称等を記載する

こと。

③申請者氏名を署名すること。



申請書類等　確認票（参考）

※正本・副本の表示方法

・登録申請書第一面又は変更登録申請書の

　上部余白の左側に、文字の大きさ１～２㎝程度、

　赤のゴム印又は記載で次を表示すること。

・正本：『正』、『正本』、正

・副本：『副』、『副本』、副

・副本は添付資料を含めコピーで構わない。

※「略歴書一覧」

略歴書を提出する者の

個人を特定することが可能な情報について

一覧で記載することから、

正本及び副本に各１部を添付すること。


